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１ はじめに 

  県有建物の急速な老朽化の進行や人口減少に伴う施設の利用需要の変化がみら

れ、また、厳しい財政状況が続くなど、本県行政をとりまく環境が変化していく

中、県有資産の効果的な利活用を推進することにより、財政負担の軽減や平準化

を図るとともに、その最適な配置を実現することが必要となっています。 

  本県では、これまで、平成24（2012）年２月に策定した「香川県ファシリティ

マネジメント推進計画」（平成28（2016）年３月改正、令和元年11月一部改正、

令和３（2021）年３月更新、令和４（2022）年３月一部改正）に基づき、県有資

産の有効活用等に取り組んできましたが、令和８（2026）年３月に策定した「香

川県県有公共施設等総合管理計画」の趣旨を踏まえながら、新たに計画を策定

し、全庁的、統一的な視点から計画的かつ効率的な取組みをより一層推進するこ

ととします。 

 

ファシリティマネジメント 

企業や団体等が、保有又は使用する全施設資産とそれらの利用環境（＝ファシ

リティ）を、経営戦略的視点から総合的かつ統括的に企画、管理、活用するとい

う考え方のこと。 

 ※ 県有資産とは、県が保有する土地、建物のことをいう。 

 

２ 県有資産の現状と諸課題 
 ⑴ 全庁的なマネジメントの必要性 

   県有建物の適正な管理や利活用を推進するためには、維持管理業務の効率化や

計画的な予防保全の実施など、総合的な視点に立ったマネジメントを実施するこ

とが求められます。  

   また、県民の貴重な財産である県有地については、積極的な利活用に努めるこ

ととし、利活用が見込まれないものについては売却等の処分をしていくこととな

りますが、現在の厳しい経済状況下では、一元的な体制のもと、多様な手段を用

いて戦略的に取り組むことが求められます。 

 

 ⑵ 県有建物の老朽化対策や保有総量の適正化等の必要性 

   本県が保有する建物は、令和７（2025）年４月１日現在で3,598棟（延床面積約

182万㎡）あります。その延床面積の部局別の割合を見ると、図１のとおり、知事

部局が県営住宅を含めて53.8％（979,541㎡）と最も多く、次に教育委員会が

35.7％（651,220㎡）と続き、以下警察本部6.1％、病院局4.5％の順となっていま

す。 

次に、県有建物の延床面積の築年数別の割合を見ると、図２のとおり、40年以

上経過している建物は40.5％と全体の約４割となっており、今後このままの形で

推移した場合には、10年後にその割合が60.6％と約６割を超え、また、20年後に

第１章 基本方針 
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は81.5％まで上昇し、老朽化が急速に進行することが分かります。  

また、県有建物の延床面積の部局別、建設年度別の状況を見ると、図３のとお

り、昭和40年代前後までは教育委員会、昭和50年代は知事部局の県営住宅、それ

以降は知事部局のその他の建物が多数建設されており、今後、更新や修繕等の時

期が集中するおそれがあることが分かります。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

【図３】県有建物の延床面積の部局別、建設年度別状況（令和７（2025）年４月１日現在） 
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【図１】県有建物の延床面積の部局別割合 

（令和７（2025）年４月１日現在） 

【図２】県有建物の延床面積の築年数別割合 

（令和７（2025）年４月１日現在） 
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 本県が保有する県有建物の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みに

ついて、一定の条件のもと、試算を行いました。試算結果については、長寿命化

対策を行った場合、今後30年間における維持管理・更新等に係る経費の総額は約

6,710億円、年平均額で約224億円であり、一方、耐用年数経過時に単純更新を行

った場合の総額は約8,088億円、年平均額で約270億円であることから、長寿命化

対策を行った場合の効果額は、総額で約1,378億円、年間約46億円になるものと試

算されており、長寿命化によるライフサイクルコスト※（以下「ＬＣＣ」とい

う。）の大幅な縮減が見込まれます。 

一方で、長寿命化を行った場合においても、維持管理・更新等に係る経費の年

平均額は、直近３か年の維持管理・更新等に要した経費の実績額の年平均額であ

る約52億円（令和４（2022）年度57億円、令和５（2023）年度45億円、令和６

（2024）年度54億円）と比較すると約4.31倍の額になります。 

このように、今後、維持管理・更新等に多額の経費が必要になるものと見込ま

れることから、県の厳しい財政状況を踏まえ、その縮減や平準化を図るため、県

有建物の長寿命化や保有総量の適正化等に努める必要があります。 

※ライフサイクルコスト：建設費、運営費、維持管理費、取壊し処分費など、施設の生涯に必

要となる経費のこと。 

 
【図４】県有建物の維持管理・更新等にかかる経費の見込み（年度別）（令和７（2025）年４月１日現在） 
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 試算の条件  

１ 対象   
県有建物（令和７（2025）年４月１日現在で保有しているもの） 

２ 期間   
30年間（令和８（2026）年度から令和 37（2055）年度まで） 

３ 手法 

パターン別に経費区分ごとの見込みを算出 

⑴ パターン１ 

 施設を耐用年数経過時に単純更新した場合 

⑵ パターン２ 

 長寿命化対策を反映した場合 

経費区分 パターン１ パターン２ 
維持管理・修繕 直近の実績又は国や関係団体

等が定めた手法を基に算出 
 

直近の実績又は国や関係団体
等が定めた手法を基に算出 
（長寿命化対策により維持管
理費・修繕の金額に違いが生
じる（縮減等）する場合は、そ
の額を採用する。） 

改修 （単純更新するため改修は実
施しないことから算出しない） 

個別施設計画における長寿命
化等の考え方を基に算出 

更新等 
（除却含む） 

現在保有している施設を更新
年数ごとに機械的に更新する
ものとして算出 

現在保有している施設を長寿
命化対策の効果を踏まえた目
標更新年数後に更新するもの
として算出 

   ４ 補足事項 

⑴ 建物の数量や規模については、基本的に、現状のまま推移するものと仮定す
る。ただし、用途を廃止することが決まっている建物については、廃止等の時
期に応じて試算の期間を短縮するなど必要な調整を行うものとする。 

⑵ 今後、新規に整備する建物については、予測が困難であるため対象としない。 
⑶ 更新にあたっては、元の場所に同じ種類及び規模の建物を整備するものと
仮定し、用地費と補償費は計上しないものとする。 

⑷ 既に標準的な耐用年数等を経過している建物については、その劣化状況等
を踏まえながら更新の時期を検討するものであるため、直ちに更新が必要と
なるものではないが、便宜上、令和８（2026）年度中に更新するものと仮定
する。 
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⑶ 県有地の適正管理の必要性 

   県有地は、令和７（2025）年４月１日現在で約1,477万㎡ですが、現在利用され

ていない土地は約17万㎡あり、そのうち利用計画のないいわゆる未利用地は約14

万㎡になっています。今後も、より一層適正で効率的な管理、運用を推進するこ

とが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑷ 厳しい財政状況への対応 

   本県の財政は、山積する諸課題への対応、公債費や社会保障関係経費の増加が、

今後も見込まれるなど、財政見通しは一層厳しさを増しています。 

   こうした中、今後の県有建物の維持管理や更新、修繕等の経費の縮減や平準化

を図るための対策を積極的に講じる必要があり、その対応策の一つとして、庁舎

の整備等にＰＰＰなどの民間活力の活用も含めて検討していく必要があります。 

 

 ⑸ 人口減少・少子高齢化への対応 

   令和６（2024）年の合計特殊出生率は、全国の1.15に比べ、香川県は1.36と

高くなっているものの、人口減少の目安となる2.07を下回っていることから､今

後も現在の人口減少局面に変化はないものと考えられます。 

   本県の人口は、平成11（1999）年の約103万人をピークとして減少に転じ、令

和７（2025）年４月現在の人口は約91万人と、平成12（2000）年以来26年連続

の減少となっています。 

   人口減少に伴い、生産年齢人口（15～64歳）や年少人口（０～14歳）の比率

は今後も減少しますが、高齢者人口（65歳以上）の比率は、増大すると予測さ

れています。 

   これまでの人口増や施設ニーズの拡大に合わせて整備されてきた様々な県有

建物は、今後、人口減少に伴いその量が余剰となる可能性があり、個々の施設

用途について不足する場合はあっても、全体数が増加する状況にはないと考え

られます。 

   今後、このような人口減少や少子高齢化に伴う人口構成の変化を踏まえ、県

 

 

【図５】県有地の面積の部局別割合（令和７（2025）年４月１日現在） 
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有資産の機能やあり方の見直しとともに、保有総量の適正化を図る必要があり

ます。 

  こうした中、県では、引き続き、人口減少問題の克服と地域活力の向上に向

けた取組みを推進するため、令和２（2020）年３月に「かがわ人口ビジョン」

を改訂し、令和42（2060）年に人口約77万人を維持するよう人口の社会増と自

然減の抑制に努め、長期的には人口増への転換を目指すこととしています。 

また、本県の県有建物の維持管理や更新、統廃合、長寿命化等を総合的かつ計

画的に推進する観点からも、この目標の実現に向けた取組みが求められていま

す。 

 

 ⑹ 環境問題への対応 

   地球温暖化をはじめ環境問題への関心が高まる中、本県では、「脱炭素」に

向けた取組みの一環として、県の事務事業から発生する温室効果ガス排出量の

削減をはじめとする環境負荷を低減する取組みを推進しています。 

県有施設について、長寿命化や保有総量の適正化、光熱水費の縮減等に向けた

取組みに加え、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）の導入、施設・設備

の省エネルギー化や再生可能エネルギーの導入（太陽光発電設備の導入拡大等）

を積極的に推進することで、省エネルギーの実現や産業廃棄物の削減など、環境

問題の解決を図る必要があります。 

 

 ⑺ 災害時の県有資産利活用等の検討 

   本県では、今後30年以内に南海トラフ地震が発生する可能性が60～90％程度

以上とされており、本県でも、災害における対策を検証し、今後に備えること

が求められています。 

   県有建物については、来庁者の避難経路及び災害時の避難場所としての利用

等について検証し、また未利用地についても仮設住宅の設置等を想定した利活

用の検討が必要となります。 

   また、感染症対策等から緊急時対応用物品の保管や仕分け作業の場所の確保

についても検討していく必要があります。 

 

 ⑻ ユニバーサルデザインの推進 

すべての人が安心して暮らしやすい社会を実現することが求められる中、多様

な人々が利用する施設の更新や新設、改修等にあたっては、誰もが利用しやすい

安全な施設になるよう、施設ごとの特性を踏まえたうえで、トイレの洋式化等の

ユニバーサルデザインを推進する必要があります。 

  

３ ファシリティマネジメント推進の基本的考え方 

 ⑴ 目的 

   ファシリティマネジメントの考え方を踏まえ、県有資産の保有総量の適正化

や効率的な利用、建物の長寿命化などにより、県有資産を有効に利活用するこ
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とを目的とします。 

 

 ⑵ 実施に関する５本柱 

   各県有資産の特殊性にも配慮しつつ、次の５本柱の取組みを推進します。 

 

 

  ① ファシリティ情報の一元化 

    土地、建物、設備の基礎的データなどのファシリティ情報を一元管理し、フ

ァシリティマネジメントの取組みを効果的に進めます。 

 

  ② 県有資産の効率的な運用や長寿命化 

    県有資産の保有総量の適正化を図るとともに、県有資産の効率的な管理運営

や利用方法等を検討します。 

    また、建物の点検を着実に行い、長期的視点に立った改修・修繕などにより、

建物の長寿命化を図ります。 

 

  ③ 維持管理経費の縮減 

    維持管理業務の効率化や運用方法の改善等による光熱水費等の縮減などに

より、維持管理経費の縮減を図ります。 

 

  ④ 未利用地の処分・利活用の推進 

    未利用地について一元的な体制のもと、処分・利活用を推進します。 

 

  ⑤ 安全で安心できる県有建物の維持 

    県有建物の耐震化や安全点検、ユニバーサルデザインの推進等により、誰も

が利用しやすい安全・安心な建物の維持を図ります。 

 

 ⑶ 対象 

   県が保有する建物及び土地（道路施設等のインフラ※は除く。）を対象としま

す。 

 ※「香川県県有公共施設等総合管理計画」におけるインフラ。 

 

 ⑷ 計画期間 

   令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５年間とします。ただ

し、社会情勢等の変化を踏まえ、必要に応じて見直すこととします。 

 

 

香川県ファシリティマネジメントの５本柱 



第１章 基本方針 

9 

 ⑸ 取組体制の充実等 

  ① 全庁的なマネジメントの推進 

    平成26（2014）年９月に設置した「香川県県有公共施設等総合管理推進会

議」のもと、各部局と連携し情報共有を図りながら、全庁的なマネジメント

を推進します。 

    また、ファシリティマネジメント担当部門、営繕部門、環境部門及び予算

部門が緊密に連携し、県有建物の長寿命化等の施策を効率的に実施します。 

 

  ② 職員の意識や技術力の向上 

    各施設の担当職員等を対象とした研修会等を計画的に開催するとともに、国

や関係団体が主催する研修等への職員の参加を促進するなど、職員の意識や技

術力の向上に向けた取組みの充実に努めます。 

 
 ⑹ 計画のフォローアップ 

   本計画の進捗状況等について、年度ごとに管理し、ＰＤＣＡ（計画・実行・評

価・改善）サイクルを活用することにより、その成果を検討したうえで、継続的

に計画の内容や取組みを見直していきます。 

また、県のホームページ（「ファシリティマネジメント」、「未利用地の活用・処

分」等）を通じて、県民に分かりやすい形で情報提供を行います。 

 

 ⑺ ＳＤＧｓの達成 

  本計画の全ての取組みは、安全で安心できる住みよい県土づくりの推進につ

ながることから、『11 住み続けられるまちづくりを』の理念と方向性が同じで

す。また、本計画の取組みのうち、「県有資産の効率的な運用や長寿命化」、「維

持管理費の縮減」及び「安全で安心できる県有建物の維持」は、『９ 産業と技

術革新の基盤をつくろう』及び『13 気候変動に具体的な対策を』の理念と、国

や市町などの主体とともに取り組む施策については、『17 パートナーシップで

目標を達成しよう』の理念とそれぞれ方向性が同じです。 

 

     

 

４ ファシリティマネジメントアクションプランについて 

  香川県ファシリティマネジメントの５本柱を具体化する取組みについて、次章に、

その実施内容等をファシリティマネジメントアクションプランとして取りまとめ、

計画的に実施します。
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香川県ファシリティマネジメントの５本柱の具体的な取組みを計画的に推進しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ ファシリティ情報の一元化 

 ⑴ ファシリティ情報の一元的管理の推進 

   県が保有する建物等の効率的な運用や長寿命化、維持管理経費の縮減、未利用

地の処分・利活用等を部局横断的に推進するため、保全マネジメントシステム（Ｂ

ＩＭＭＳ）※等を活用しながら、建物、設備、土地に関する台帳や電子情報等の基

礎データを整備し、一元的に管理します。 

 

   ※ 保全マネジメントシステム（ＢＩＭＭＳ）： 

    一般財団法人建築保全センターが開発した地方公共団体の施設保全情報を一元的に管理し、

保全業務や総合的な施設計画を支援するシステム 

 

 ⑵ 県有建物劣化状況調査の実施 

   老朽化の進んだ一定規模以上の県有建物について、建物管理者が、平成 26（2014）

年度に作成した「県有建物状況調査マニュアル」に基づき、計画的な修繕等に必

要な県有建物劣化状況調査を実施し、建物ごとの劣化状況を保全マネジメントシ

ステム（ＢＩＭＭＳ）によりデータベース化します。 

   なお、必要に応じて、建物管理者を対象に、調査方法等に関する研修会を実施

します。 

 

２ 県有資産の効率的な運用や長寿命化 

 ⑴ 県有建物の保有総量適正化の推進 

  ① 国、市町との積極的な連携 

    保有する資産の計画的かつ効率的な管理の推進については、本県だけでなく

国や市町においても共通の課題であることから、国や市町と積極的に情報を共

有する場を設け、土地及び建物の保有や利用等の状況について相互に情報共有

を図りながら、財産の最適利用を検討します。 

    特に、県有建物の更新や新設、大規模改修を行う際には、他県においては、

県及び市が保有する類似の公共施設の機能を集約化し、一体的に整備した事例

１ ファシリティ情報の一元化 

２ 県有資産の効率的な運用や長寿命化 

３ 維持管理経費の縮減 

４ 未利用地の処分・利活用の推進 

５ 安全で安心できる県有建物の維持 

第２章 ファシリティマネジメントアクションプラン 
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もあることから、計画の初期段階から、これらの情報を基に、国や市町と連携

しながら、双方が管理する建物の空きスペースの活用や合築等についても検討

するなど、県有建物の整備の効率化や保有総量の適正化に努めます。 

 

  ② 更新や新設等にかかる計画当初からの評価（一次評価）の実施 

    県有建物の更新や新設、大規模改修のうち一定規模以上のものについて、各

部局の計画を把握し、ファシリティマネジメント担当部門、営繕部門、環境部

門及び予算部門が連携して、その初期段階から、他の県有建物の利用可能性、

他の新築県有建物との合築の可能性、民間賃貸の可能性、現建物の継続利用の

可能性、環境負荷低減の可能性等を、中長期的な視点で部局横断的に検討する

ことにより、県有建物の最適配置を実現し、保有総量の適正化を図ります。 

 

  ③ 更新や新設等にかかる予算要求前の評価（二次評価）の実施 

    各部局が次年度に事業着手を計画している県有建物の更新や新設、大規模改

修のうち一定規模以上のものについて、毎年度第二四半期頃に、ファシリティ

マネジメント担当部門、営繕部門、環境部門及び予算部門が連携して、一次評

価における検討結果や有識者で構成する検討会議での整備方針等についての

審議状況等を踏まえ、整備の効率化等の観点から計画の具体的内容を評価する

とともに、今後の利用需要の変化等を踏まえたダウンサイジングの可能性や中

長期的な視点からの費用対効果等を総合的に検討し、予算要求に反映させます。 

 

 ⑵ 県有建物の管理運営の効率化 

   県有建物のＬＣＣには、当初の建設費や将来の取壊し処分費のほかに、ランニ

ングコストとして、修繕費、光熱水費、保守管理費等の維持管理費や運営費等が

含まれており、ＬＣＣ全体の縮減を図るためには、維持管理や運営等にかかる効

率的な手法を活用する必要があります。 

   本県では、これまで、指定管理者制度を積極的に活用し、公の施設等における

住民サービスの向上や効率的な管理の推進に努めてきましたが、今後も、引き続

き、指定管理者制度を活用するなど、様々な角度から県有建物の運営の効率化を

図ります。 

   また、県有建物の更新、新設、改修等にあたっては、環境に配慮した設計や省

エネ型機器、再生可能エネルギーの導入等を行うとともに、ＰＰＰなど民間活力

の活用を検討していきます。 

 

 ⑶ 県有建物の長寿命化の推進 

  ① 県有建物の長期保全の推進 

    「香川県県有建物長寿命化指針」（平成 25（2013）年３月策定、平成 29（2017）

年２月改正、令和４（2022）年３月改正、令和８（2026）年３月改正）におけ

る長寿命化によるシミュレーションでは、県有建物（県営住宅、県立学校を除

く。）のうち、延床面積 200㎡以上のものを対象に、長寿命化しない場合（「建
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築後 40 年を経過した時点で更新を行う場合（パターン１）」）と長寿命化する

場合（「施設に対する改修・修繕等の充実を図った上で、建築後 65年を経過し

た時点で更新を行う場合（パターン２）」）の両方について、今後 30年間に必要

とされるＬＣＣを試算（建物の棟数や規模は固定）したところ、前者が 4,825

億円、後者が 4,223 億円となり、長寿命化に伴い 30 年間で約 602 億円の縮減

が図られるとの結果となりました。 
 

  

 

 

 

 

 

 

   「香川県県有建物長寿命化指針」シミュレーションのパターンイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県有建物のパターン別ＬＣＣ（総額） 

    こうした結果を踏まえ、厳しい財政状況のもと、県有建物については、長期

的な保全計画を策定し、それに基づく計画的な修繕等を行い、ＬＣＣの縮減や

平準化を図ることが求められます。 

        しかしながら、限られた予算の中で、全ての県有建物を対象として一斉に予

防保全に着手することは困難であることから、引き続き、上記のシミュレーシ

ョンによる経費削減効果等を参考に、対象となる建物を順次選定します。その

上で、劣化により躯体への直接的な影響が生じる部位や利用者の安全性低下を

招くおそれがある設備等を対象に、短期の保全計画を策定し、長寿命化の取組

みを推進することとします。 

    平成 27（2015）年度以降令和７（2025）年度まで、県庁舎本館、議事堂議会

庁舎など 56 棟の保全計画を策定し、建物や設備の状況等を踏まえながら、同

パターン２（改修・修繕等の充実、65 年建替） 

建替 

         65 年 

改修・修繕等の充実 

  40 年 

パターン１（40 年建替） 

建替 
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計画に基づき計画的な修繕等を順次実施してきたところですが、今後も必要な

修繕等が実施できるよう、順次保全計画を策定します。 

 

  ② 長寿命化を踏まえた設計基準による取組み 

    県有建物については、次の観点を踏まえ、設計段階から長寿命化の考えを取

り入れた新設や更新等を行うこととします。 

   ○ 可変性：将来の用途変更に対応できるよう、機械室や配管スペース、階高、

設計荷重等に柔軟性を持たせた設計とします。 

   ○ 更新性：建築設備の更新に配慮した機械室や配管スペースの計画を行います。 

   ○ 高耐久性：部材や設備について、目標改修・修繕年数等を踏まえた上で費

用対効果が認められる場合は、耐久性の高いものを選択します。 

   ○ 維持管理：点検用の足場等の設置を可能とするなど、清掃、保守点検、修    

繕等の維持管理業務の効率化を考慮した設計とします。 

○ 省エネルギー・省資源：ＺＥＢ化の実施可能性の検討や省エネ型機器の導

入、太陽光発電設備等の再生可能エネルギーの導入など、環境負荷の低減に

対応した設計とします。 

 

③ 国による財政支援の活用 

    県有建物の長寿命化対策を行ったとしても、多額の経費が必要となることが

見込まれることから、県の厳しい財政状況を踏まえながら、必要な財源確保を

図っていく必要があります。 

全国的にも公共施設等の老朽化が課題となる中、国においては、交付金や交

付税措置のある地方債により、各地方公共団体の取組みに対する財政支援を行

っています。例えば、公共施設の集約化・複合化事業や転用事業、長寿命化事業

等を対象とする「公共施設等適正管理推進事業債」については、平成 29（2017）

年度の創設後、順次対象が拡充されており、本県においても、県有建物の長寿

命化対策等を行う際に本事業債を活用しているところです。 

引き続き、国の交付金や交付税措置のある地方債などの財政支援を積極的に

活用しながら、県有建物の管理に必要な財源確保を図ります。 

 

⑷ 空きスペース等の有効活用 

県有建物の空きスペース等の状況を踏まえ、財産の貸付など有効活用のための

方策を検討し、実施します。 

県有施設における飲料水の自動販売機の設置については、県の歳入や公平性の

確保等の観点から、多くの県民の利用が見込まれる本庁舎や公の施設等を中心に、

設置料の額や自動販売機の機能にかかる提案内容等を評価対象とした総合的評価

方式による公募を実施し、設置事業者を決定しているところであり、今後も引き

続き、対象施設や設置台数の拡大に努めます。 
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 ⑸ 災害時における県有建物の有効活用 

市町による県有建物の避難所、避難場所及び津波避難ビルへの指定を支援する

とともに、県営住宅への被災者の受入れ体制を整え、災害時に県有建物を有効利

用できる体制を整えます。 

また、感染症対策等の緊急時対応用物品の保管や仕分け作業の場所の確保に努

めます。 

 

⑹ 老朽化建物状況調査 

県有建物の老朽化が進んでおり、今後、更新や修繕等の時期が集中するおそれ

があります。建替えの場合には、その内容に応じて、施設のあり方や基本計画の

検討、基本設計や実施設計、解体工事や新築工事などが必要となり、建替えを検

討し始めてから、工事を完了するまでには長い年月がかかるとともに、多くの労

力と大きな費用を要します。また、建替えの検討にあたっては、保有総量の適正

化や国・市町との連携なども考慮する必要があります。 

このため、一定程度老朽化が進んだ建物について、劣化状況等を踏まえ、適切

な時期に今後の方向性等の検討がなされるよう施設整備に必要な期間などを共

有するとともに、施設の現状や整備に係る検討状況を把握・整理し、中長期的な

県有施設のマネジメントを行います。 

 

３ 維持管理経費の縮減 

 ⑴ 維持管理業務の効率化 

   庁舎管理関係業務の仕様書、積算方法を標準化することにより、業務の品質確

保や経費削減を図ります。 

   また、清掃業務及び自家用電気工作物保安管理業務等で複数の施設を一括して

契約する、いわゆる「エリア一括発注」を導入していますが、引き続き、効率的

な発注方法を検討します。 

   標準化や業務の一括化を進めるに当たり、労働者の最低賃金が遵守されるなど、

公正な労働基準が確保されるよう業務委託先の労働関係法令の遵守状況調査を

行うとともに、県内中小企業の受注機会の確保に配慮します。 

 

 ⑵ 光熱水費等の縮減 

  ① ＥＳＣＯ事業の実施 

    ＥＳＣＯ（「Energy Service COmpany」の略。）事業とは、ＥＳＣＯ事業委託

契約の相手方である民間事業者の設備交換により縮減される光熱水費で、ＥＳ

ＣＯ設備の施工、維持管理、設備の償却費用に相当するＥＳＣＯ事業者へのサ

ービス料を支払うものであり、省エネルギー改修に係る費用を光熱水費の削減

分で賄うなど、財政負担の軽減も図られるほか、省エネルギーを推進し、温室

効果ガス排出削減にも寄与するものです。平成 26（2014）年度からさぬきこど

もの国、令和５（2023）年度から環境保健研究センター、令和７（2025）年度

から三豊合同庁舎において、ＥＳＣＯ事業に取り組んでおり、今後もＥＳＣＯ
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事業の活用により、省エネ型機器の導入を行います。 

【ＥＳＣＯ事業イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊ 事業導入による光熱水費の削減保証額が実現されなかった場合は、その分を 

ＥＳＣＯサービス料から減じることとなり、県の保証利益は守られる。 

 

 

  ② 県有建物のＬＥＤ化の推進 

    県有施設における省エネルギー化を推進するため蛍光灯照明などの既存照

明について、対象施設を選定し、ＬＥＤ化を順次実施しています。また、施設

管理者を対象に作成したリース方式によるＬＥＤ化の導入マニュアル（仕様書

作成のポイント等をまとめたもの）を活用し、県有建物におけるＬＥＤ化を推

進します。 

     

  ③ 施設や設備の運用の改善、省エネ型機器の導入などによる脱炭素化の推進 

    施設や設備の運用改善を図るため、平成 24（2012）年度に策定した管理標準

（設備のエネルギー使用合理化のための管理要領（運転管理、計測・記録、保

守・点検）を定めた「運用マニュアル」）や平成 24（2012）年度に導入した電

力の使用状況を知らせるデマンド装置を積極的に活用します。 

    また、環境負荷を低減し、省エネルギー化をより一層推進するため、設備の

更新や新設等にあたっては、省エネルギー診断等の活用に加え、ＥＳＣＯ事業

の活用や、エネルギー管理システム（ＢＥＭＳ）の導入なども含め、計画的に

高効率空調機などエネルギー効率や費用対効果が高い省エネ型機器の導入を

図るとともに、新築・改築や大規模改修の際には、ＺＥＢの導入実現に向けた

取組みを進めるなど、脱炭素化を推進します。 

    県有施設の新築・改築を行う場合は、原則として、太陽光発電設備を設置す

ることとし、改築等の予定のない既存の県有施設についても、設置可能性につ

＊ 

ESCO事業 契約期間

実施前 終了後

ESCO事業

実施中

光熱水費

支出

光熱水費

支出
光熱水費

支出

県の利益ＥＳＣＯ

サービス料

県の利益

削
減
予
定
額

削
減
保
証
額
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いて検討を行い、設置が可能な施設から、順次、設置を進め、太陽光発電設備

の導入拡大を図ります。 

 

  ④ クールビズ・ウォームビズの実施 

    電力需要の増大が見込まれる夏季及び冬季において、クールビズ・ウォーム

ビズを実施し、節電に取り組みます。 

 

４ 未利用地の処分・利活用の推進 

 ⑴ 未利用地の効率的な処分・利活用の推進 

   未利用地のうち、将来的に県での利用が見込めるため、利活用方法を検討する

土地については、利活用が図られるまでの間、適切に管理するとともに、必要に

応じて暫定的な利用を行います。また、未利用地の情報を国や市町と共有し、有

効活用を図ります。 

一方、県や国、市町での利用が見込めない未利用地については、売却による処

分の検討を行います。まず、売却手続きの準備が整っていないものについては、

早期に売却手続きが実施できるよう測量等を進めます。 

   売却準備が整ったものについては、購入希望者が現地のイメージを掴めるよう、

県のホームページ等の広報媒体に地図や写真を掲載するほか、一般競争入札等の

実施にあたり、現地で掲示するなど、積極的な売却情報の周知に努めるとともに、

一般競争入札で売却できなかったものについては、宅地建物取引業団体等と連携

した売却を推進します。売却困難物件については、貸付等による未利用状態の解

消を検討します。 

    

 ⑵ 災害時における未利用地の暫定的利用 

   災害時に応急仮設住宅用地やがれきの仮置場などとして利用できるよう、暫定

利用が可能な未利用地の確認を行い、災害時の暫定利用体制を確立します。 

 

５ 安全で安心できる県有建物の維持 

 ⑴ 県有建物の耐震化の推進 

   災害時に応急対策活動の拠点となる防災上の重要建築物のうち、現行の耐震基

準を満たしていない県有建物については、緊急性に応じて順次、耐震改修や改築

を実施してきました。 

その結果、防災拠点施設で既に耐震化率 100％を達成したほか、職員が常駐し、

県民の利用が多い県有施設で耐震化が未了であった高松合同庁舎、畜産試験場、

水産試験場及び本庁舎北館について、耐震対策を進めており、これにより一部の

小規模な車庫・倉庫等や用途廃止に向けて入居者の移転を進めている県営住宅を

除き、全ての県有施設において、耐震化が完了する見通しとなっています。 

   引き続き、香川県の国土強靭化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

「香川県国土強靭化地域計画」等に基づき、県有建物の耐震化を推進します。 
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 ⑵ 震災に備えたソフト対策の実施 

   県有建物等の多くは災害時における応急対策活動の拠点であり、震災が発生し

た場合、迅速に業務を実施できる環境づくりが必要であることから、執務環境等

の確保のためのソフト対策として、「執務環境等の震災対策チェックリスト」に基

づく再点検や避難訓練等を実施します。 

 

 ⑶ 県有建物の安全性の確保 

  ① 安全点検の実施 

    施設管理者は、建物や設備の経年劣化等による落下等の事故を防止するため、

各種法定点検等とあわせて、定期的に建築物や設備の点検を実施し、状況把握

に努めるとともに、建物等の安全性が確保されるよう必要な修繕等を行います。 

また、研修や作成した点検・診断項目のマニュアル等により、着実に点検・診

断を実施します。 

 

  ② 危険性が認められた場合の対応 

    老朽化の進行に伴い施設や設備の安全性が低下したり、災害や事故等で県有

建物が危険な状態になった場合や、県有建物の廃止や統廃合に伴い一時的に建

物を使用しない状態になった場合に、これを放置すると安全管理や防犯の面で

問題が生じるおそれがあります。 

    このような危険を回避し、利用者である県民の安全を確保するため、経年劣

化等による危険個所が確認された場合には、必要な安全対策を行います。また、

災害等による危険個所発生に備え、迅速な復旧体制・連絡体制の充実を図ると

ともに、建物の廃止時においては、除却や立入防止対策等の必要な措置を講じ

ます。 

 

 ⑷ ユニバーサルデザインの推進 

   県有建物の更新や新設、改修等を行う際は、ユニバーサルデザインを推進し、

多様な人々が利用しやすい施設を目指します。 


